
（別紙） 

 

企業版子育て支援ポータルサイト発信力強化事業業務委託仕様書 

 

１ 業務委託名 

企業版子育て支援ポータルサイト発信力強化事業業務 

 

２ 業務目的 

県では、従業員への子育て支援の取組が進んでいない企業を後押しするため、令和６

年 度 に 企 業 版 子 育 て 支 援 ポ ー タ ル サ イ ト 「 ハ レ ま る 。」（ https://8092-

okayama.jp/haremaru-portal/）（以下「ハレまる。」という）を構築し、優良事例の横展

開を行うとともにセミナーや補助金等の情報を発信している。 

本業務は、先進的な子育て支援に取り組む優良企業の事例を収集・発信することなどに

より、「ハレまる。」におけるコンテンツの充実や情報発信力の強化を図り、メインターゲ

ットである企業担当者等への意識づけを行うことで、優れた取組事例の横展開を促進す

る。 

 

３ 委託期間  

契約締結日から令和９年３月１２日までとする。 

 

４ 契約限度額 

  １，７２４，２５０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 委託業務内容 

（１）優良企業の取材及び記事作成 

   アドバンス企業をはじめとした従業員の子育て支援に積極的に取り組む優良企業

（10者程度）を選定し、以下の内容について取材を実施すること。 

ア 取材内容 

経営者の思い、企業風土、子育て支援制度（休暇制度、手当、福利厚生など）、具体

的な取り組み事例（社内イベント、相談体制など）、従業員の声、取り組みによる効果

など。 

イ 記事作成 

取材内容に基づき、優良企業の取り組みの魅力や具体的な内容が伝わる記事を作成

すること。なお、記事は「ハレまる。」に掲載するのに適した形式とすること。 

 

（２）「ハレまる。」内への優良企業紹介ページの増設  

「ハレまる。」内に、（１）の取材記事を掲載するため新たなページを増設すること。

なおこのページは、県が将来的に他の優良事例を自ら追加・編集し、継続的に活用する

ことを前提とした仕様とすること。 

ア ページ機能要件 

（ア）編集容易性 

委託業務終了後も、県職員が専門的な知識を要することなく、容易に記事の追加、修
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正、削除ができる構造とすること。 

（イ）拡張性 

掲載企業数が増加した場合でも、柔軟に対応できる拡張性を持たせること。 

（ウ）体裁・項目 

掲載する記事の体裁（レイアウト、デザイン）や掲載項目については、県と協議の

上で作成すること。 

（エ）継続活用 

委託業務完了後、県が自ら新たな優良事例を掲載できるよう、記事の追加・編集方

法等を掲載したマニュアルを作成すること。 

 

（３）周知用チラシの制作及び発送 

   ハレまるを周知するチラシを制作し、別途県が指示する送付先に下記のとおり送付

すること。また、作成した電子データは県へ提出すること。 

   ①周知チラシ（Ａ４カラー両面）                  5,000部 

      ②送付文書（白黒片面、文案は県が作成）              4,200部 

   （送付予定数） 県内企業              ①②各１部  4,200社  

           岡山県子ども未来課                       ①    800部 

≪留意事項≫ 

 県が別途行う広報業務が発生した場合、当該業務に活用する電子データの作成を行う

こと。 

 

（４）その他独自提案 

上記（１）～（３）の事業に関連し、企業関係者に対し定期的にハレまる閲覧を意識

づける仕掛けがあれば独自提案として事業計画書に盛り込むこと。 

 

６ 業務完了報告 

業務が終了したときは、速やかに委託業務完了報告書（様式第１号）を作成し、県に提

出すること。 

 

７ 業務基準 

（１）改修したホームページ及びチラシの著作権は、原則としてすべて県に帰属するもの

とする。また、委託業務終了後も、県においてホームページ及びチラシのデータ等を

修正し、利用する場合がある。 

（２）当該業務の実施により、不測の事態が生じた場合は、岡山県に責任がある場合を除 

き、受託者の責任において解決すること。 

（３）当該業務の実施により、知り得た個人情報については、漏洩等の防止、その他の個 

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、事業の目的以外に使用し 

たり、第三者に提供したりしてはならない。 

（４）疑義が生じた事項については、県と受託者が協議して決定すること。 


